
あなたの税金は減免できます。
期限内に申請してください。

（申請期限を過ぎると減免は受けられません。）

認定までのチェックポイント

➊生活保護
　受給者？

➋令和5年（2023年）
　1月1日現在
　勤労学生(※)？
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申　請　期　限 添付(提示)書類 認定による減免額

➊の場合

イ又はロのいずれか遅い日
　イ．該当することとなった日以後
　　　最初に到来する納期限(注)
　ロ．要件を満たした日から30日を
　　　経過した日

受給中はおさめるべき各納期の税
額全部

➋の場合
該当することとなった日以後最初に到来
する納期限(注)

学生証又は在学証明書 税額全部

➌の場合 ➊と同じ 死亡後に納めるべき税額全部

　　減免申請後、減免理由が消滅した場合においては、直ちにその旨申告してください。

➍の場合 ➊と同じ
○雇用保険受給(特例)
資格者証
○受給期間延長通知書

受給中は納めるべき各納期の
税額

➎の場合

該当することとなった日以後最初に到来
する納期限(注)
※➎の要件について、本年中の所得の見
込額をより明確にするため、出産・育児
により退職された方を除き、原則10月以
降第4期の納期限(令和6年1月31日)まで
に手続きにお越しください。

○本年分の源泉徴収票

○申請時以降、働く予
定のある方は、給与支
払者の給与支払予定額
証明書

○所得税の予定納税者
は、減額承認通知書(税
務署発行)の写し

本年中の所
得の見込額
が525,000円
以下

総所得金額に対する
所得割額の100分の
50

本年中の所
得の見込額
が525,000円
超105万円以
下

総所得金額に対する
所得割額の100分の
30

（注）納期限(普通徴収の場合）
第１期…令和５年　６月３０日
第２期…令和５年　８月３１日
第３期…令和５年１０月３１日
第４期…令和６年　１月３１日

前年中の総所得金額等が210万円以下？

※➎の場合は総所得金額が210万円以下

（総所得金額とは分離課税所得を含まないものです。）

いいえ いいえ いいえ

はい はい

はい

はい

いいえ

※前年中の合計所得金額が75万円(給与収入で130万円)以下で、かつ、

合計所得のうち給与所得以外の所得金額が10万円以下であること。

本市では、「市民税・県民税の減免制度」を実施しています。

該当すると思われる方は、添付（提示）書類をご持参の上、

必ず期限内に東海市役所税務課にて申請してください。

※申請期限を過ぎると減免は受けられません。

表中の「本年」は令和5年（2023年）、

「前年」は令和4年（2022年）のことをいいます。

手続きはお早めに！

市民税・県民税減免制度

いずれかひとつ要件を満たしていますか？

➌令和5年（2023年）1月2日以後に死亡

➍雇用保険法の規定による求職者給付の受給資格を

有する方

➎本年中の所得の見込が前年に比べ2分の1以下になる方


